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福祉サービス第三者評価機関認証要綱
第1条

（目的）

認証の基準（以下「認証基準」という。）を定める
ことにより、福祉サービス第三者評価（以下「評
価」という。）の信頼性、透明性を確保するとともに、
評価機関の参入促進を図り、もって評価の普及・
定着に資することを目的とする。
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信頼性確保のための取り組み

（１）評価機関の認証
   多様な主体の参加を進める一方、信頼性確保のための
認証を実施

（２）共通評価項目の設定
  多様な評価機関が実施しても比較することが可能なよ
う、共通評価項目を設定

（１）評価手法の遵守

   評価手法及び共通評価項目をすべて取り込んで評価を行う

（２）第三者性の確保
   評価機関及び評価者と事業所との関係について「第三者
性の確保」という観点からその徹底を図るため、認証要綱
に従い、評価を実施

１ 機構における取り組み

２ 評価機関における取り組み
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「評価手法の遵守」における意義の再確認と運用上の留意点

一件の評価は、

①３人以上の評価者が一貫して、（＊）   ※手法通知３（３）

②共通評価項目により ※手法通知１（１）

③利用者調査と事業評価を実施し ※手法通知３（２）

④評価者の合議により決定した評価結果について ※手法通知５（４）

⑤事業者にフィードバックを実施し  ※手法通知６（１）

⑥フィードバック終了後３０日以内に、機構が定める評価結果報告

書により提出 ※手法通知７（１）

※「手法通知」とは、「福祉サービス第三者評価機関認証要綱第２条第１２号に規定する「機構の定める評価手法及
び共通評価項目」の策定について（通知）」（令和２年３月１２日付け３１財情報第１９０１号）をいう。

（＊）「令和7年度東京都福祉サービス第三者評価の評価手法について（通知）」（令和7年３月3日付け６財情報第2150号）別表１（２）「１
９０２号通知１に基づく評価（利用者調査とサービス項目を中心とした評価）を実施できるサービス」及び別表２「２人以上の評価で
評価を実施できるサービス」については、２人以上の評価者で評価を実施することができる。
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□ 意義
・客観性の確保と、責任の所在の明確化

□ 運用上の留意点
・利用者調査の実施から評価者人数が確保されているか。
・評価者が一貫して関われるよう、日程やチーム編成を配慮しているか。
・事業者に、担当評価者や、訪問調査を行う評価者を提示しているか。

① ３人以上の評価者が一貫して（＊）

② 共通評価項目により

□ 意義
・利用者・事業者がともに評価結果を活用できる共通の評価尺度
（組織マネジメント項目は全サービス共通、サービス項目は各サービス種別
ごとに設定）

□ 運用上の留意点
・サービス種別に応じた共通評価項目で行っているか。
・当該年度に定められた共通評価項目を用いて評価を実施しているか。
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□ 意義
・「事業評価」とともに、より利用者本位の福祉の実現に資する観点から「利
用者調査」も併せて実施

□ 運用上の留意点
・利用者調査は、原則として「利用者本人への全数調査」
・利用者調査は、サービス種別ごとに定められた方式により実施
・利用者調査結果及び自己評価結果は、訪問調査前に分析等を行っ
た上で、事業者に送付しているか。

③ 利用者調査と事業評価を実施し

④ 評価者の合議により決定した評価結果について

□ 意義
・評価者相互の対話を通じて、相互に新たな視点や「気づき」を得ることによ
り、納得性の高い評価結果を導く

□ 運用上の留意点
・訪問調査を実施した評価者を含む３人以上が対話による合意形成を
行っているか。
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⑤ 事業者にフィードバックを実施し

□ 意義

・評価結果報告書に基づいた、説明・質疑応答などの場

・事業者が次の一歩を踏み出せるような内容か

□ 運用上の留意点

・厳しい結果でも、相互に納得でき、共有できる評価結果となっているか。

・評価結果を踏まえて、事業者自身が現状を把握でき、新たな取り

組みに向けた方向性をつかめる記載となっているか。

➤評価結果報告書やフィードバックレポート（評価機関独自の様式により評

価結果報告書には記載しきれない情報等をまとめたもの）は、事前に事業

者へ送付し、内容に疑義がある箇所は予め質問事項として受けておくとス

ムーズに進めることができます。
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⑥ フィードバック終了後３０日以内に、機構が定める評価結果
報告書により提出

➤フィードバック終了後から、機構への提出日が３０日を超えたことによる
評価手法違反が最も多い手法違反です。
報告書の提出日までの進捗管理の徹底をお願いします。

□ 意義
・フィードバック終了後の速やかな公表手続

□ 運用上の留意点
・評価機関は、評価結果報告書の公表に対する事業者の同意・不同意にか
かわらず３０日以内に「評価結果報告書」及び「デジタルデータ」により、評
価結果を機構へ報告すること。

福祉サービス第三者評価機関認証要綱第２号第１２号に規定する「機構の定める
評価手法及び表通評価項目」の策定について」７（１））
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令和６年度に手法違反により指導を行った件数

違反内容 件数

評価結果報告書提出遅延 ２

３人（２人）以上の評価者が一貫して評価を行わなかった １

サービス種別ごとに定める利用者調査方法と異なる方法で調査
を実施

１

利用者調査の分析結果を、訪問調査前に送付しなかった １

過去の評価手法違反の事例を見ると評価機関のスケジュール管理（マネジメン

ト）に起因するものが多い。

令和７年１月末現在
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評価手法が守られなかった場合（評価機関指導の概要）

③委員会の決定に基づく機構による認証取り消し又は期間を
定めた全部若しくは一部の認証効力停止（第１０条）

・機構が定める講習の受講 （第１項第１号）
・再発防止に係る改善策等の報告 （第１項第２号）
・改善策の取組状況の報告 （第１項第３号）

①機構が実施する指導（第９条）

②委員会の決定に基づく機構による指導、業務改善等

（第９条の２）
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最後に

・評価手法が遵守されなかった場合、評価結果の信頼性等に
疑義が生じ、第三者評価を受審した事業所等に対して多大な
影響が生じる。

・また、評価機関も不利益処分（評価機関名の公表、認証取
消等）の対象となる。

・福祉サービス第三者評価の信頼性、透明性の確保のため、
引き続き、認証要綱及び評価手法の遵守を徹底していただき
たい。
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以上で 講義Ⅱは終了です。
確認テストに進みます。

１３
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